
書式第 12号 (法第 28条関係)

令和 2年度事業報告書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人日本サハリン協会

1事 業の成果

協会の会計年度に従って、令和2年 4月 1日～令和3年 3月 31日 の事業報告を提出致します。

国の委託事業として毎年実施してきたサハリン、ロシア大陸 (旧ソ連地区)からの残留邦人の集団・ 個別

一時帰国は、当初予定していた5月、7月、9月 は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、8月以降

に延期になり、新たに企画した8月、9月の集団一時帰国と10月 の個別一時帰国も、 11月以降に変更

するよう厚生労働省より通告があり、最終的に帰国事業を中止せざるを得ない結果となった。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(1)一時帰国者、永住帰国者受け入れ事業

当該年度は、新型コロナウイルス感染拡大の景鍵夢により、主務官庁の厚生労僣脳獣からの通告等もあって、

最終的には一時帰国、永住帰国事業を中止せざるを得ない結果となった。

(2)その他の事業

実施しなかった
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(3)一時帰国及び永住帰国の事務手続き等

サハリン、ロシア大陸からの一時帰国事業については、従来から査証申請、帰国者の親族との連絡、厚生労働省

都道府県、在外公館と緊密な打ち合わせを行っている。当該年度も当初、5月 から9月 にかけてサハリン、ロシ

ア大陸からの集団一時帰国を予定して60人の帰国者名簿、日程表、添付書類などを厚生労働省に提出したが、

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、8月以降に日程を変更した書類を再提出したものの、再度、厚生労

働省から、10月 に予定していた個別一時帰国 (2人予定)と併せて11月以降に変更するよう通告があり、最終的

には当該年度の帰国事業を中止せぎるを得ない結果となった。

(4)サハリン及びロシア (旧ソ連)大陸調査

例年サハリン、ロシア大陸方面に協会会長、役員らを派遣し、現地視察して今後の帰回の見通しについて検討。

サハリン日本人会総会に出席するなど、各地で残留邦人との交流、在外公館と情報交換を行ってきたが、当該年

度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダウンなどで、海外派遣はできなかった。

(5泳住帰国者の自立のための支援

当該年度は新たな永住帰国者の受け入れはなかったが、サハリンには今なお永住を希望する者がおり、3月 には

重篤な病気にかかり、日本での治療を希望する高齢者の永住帰国手続き支援を始め、令和3年度の永住実現に向

けて所轄官庁との折衝に当たっている。その他の永住希望者についても引き続き支援や助言を継続する。

一方、近年サハリンからの永住帰国者のうち、 1世、2世の高齢化が進み、医療 0介護の分野での支援が必要に

なり、協会からの自立指導員、支援通訳の派遣が急務となっていることから、2020年 12月に北海道庁から

中国残留邦人等地域生活支援事業の委託を受け、派遣事業への取り組みを開始した。同時に、永住帰国者の実態

調査、ならびに緊急時対応として支援ツールの作成などを行った。

(6)会報の発行その他第4条の活動、事業の達成に必要な業務

従事者の人数     15人
受益対象者の人数  250人
会報「 チャイカ」34号 (2020年 4月発行)35号 (同 7月 )36号 (同10月 )37号 (2021年 2月 )を発行して、サハ

リン、ロシア大陸残留邦人に関する情報等を会員および関係官庁・ 支援団体等に配布。情報交換、啓蒙に役立て

た。

以上
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事 業 報 告 書

【令和 2年度】

自 令和 2年 4月  1日

至 令和 3年 3月 31日

特定非営利活動法人 日本サハリン協会



令和 2年度 活動計算書
令和2年4月 1日 から令和3年3月 31日 まで 特定非営利活動法人

日本サハリン協会

金 額科
口
日

24,011,000

1,185,000

395,644

128

13,263

25,605,035

収入の部

1 委託金収入

2 会費 ・ 入会金収入

3 寄付金収入

4 受取利息

5 雑収入

当期収入合計

1,953,080

3,100

740,000

1,209,980

24,167,558

11,774,440

2,641,565

1,145,689

7,444

644,493

745,898

30,852

603,500

6,174

2,509,881

1,387,031

123,271

128,223

1,302,270

15,786

285,863

12,500

802,678

26,120,638

△ 515,603

12,513,722

11,998,119

支出の部

1 事業費

会場・会議費

諸謝金

雑役務費

2 管理費

給与手当

雑給

法定福利費

福利厚生費

旅費交通費

通信費

交際費

翻訳料

会議費

地代家賃

リース料

水道光熱費

消耗品費

租税公課

運賃

事務用品費

諸会費

雑費

当期支出合計

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

Ⅱ



金 額日
Ｈ科

29,007

1,019,742

11,049,490 12,098,239

ｎ

Ｖ

12,098,239

ｎ
ｖ

12,098,239

100,120

ｎ

ｖ

100,120

ｎ
ｖ

100,120

11,998,119

12,513,722

△ 515,603

11,998,119

12,098,239

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金

当座預金

普通預金

流動資産合計

2 固定資産

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金

流動負債合計

2 固定負債

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産減少額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

令和2年度 貸借対照表

令和3年 3月 31日 現在 特定非営利活動法人

日本サハリン協会



計算書類の注記

1重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2011年 11月 20日 一部改正NPO

法人会計基準協議会)によつています。

2固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却しています。

なお、固定資産は所有しておりません。

3消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

4預り金の内訳は次の通りです。

源泉所得税預り金 31,410円  雇用保険料預り金 8,710円   その他 60,000円

計 100,120円

なお、その他60,000円 はサハリン在住邦人への調査支払謝金が、コロナ感染拡大防止

による制限を受け、支払待ちのもの。



金 額科
日
Ｈ

29,007

1,019,742

11,049,490 12,098,239

ｎ
〉
　

ｕ^

　
　
ハＵ

12,098,239

ハ
Ｕ

12,098,239

100,120

ｎ

Ｖ

100,120

ｎ

ｖ

100,120

11,998,119

令和 2年度 財産目録

令和 3年 3月 31日 現在 特定非営利活動法人

日本サハリン協会

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金

当座預金

普通預金

流動資産合計

2 固定資産

土地

建物

車両運搬具

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

預り金

流動負債合計

2 固定負債

固定負債合計

負債合計

正味財産



書式第18号 (法第28条関係)

令和 2年度年間役員名簿
令和2年 4月 1日から令和3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 日本サハリン協会

1確 認事項

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません (法第20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません (法第21条関係)

2役 員=覧

役 名 氏 名 住所又は居所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受

けた期間

9・
監事1

サイトウ ヒロミ 令和2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日齋國玉調

2 θO監事
セキカワ カツコ 令和2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日関川勝子

3 遷5ン監事
フルカワショウコ 令和2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日

令和 2年 4月 1日

～令和3年 1月 30日

古川章子

4qフト監事
7l t\t
須田百合子

5θ・監事
タンナカ アキコ 令和2年 4月 1日

～令和3年 3月 31日淡中詔子

6碑・監事
ノ`

オガワチカコ 令和2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日′jヽ′:1智断

7嘔ヮト監事
ソウマクニオ 令和2年 4月 1日

～令和3年 3月 31日相馬邦男

8(5卜監事
スゴウゼンイチ 令和2年 4月 1日

～令和3年 3月 31日菅生善一

9d員卜監事
｀ /

サイトウ  シズ カ 令和2年 4月 1日

～令和3年 1月 30日斎藤 静香

10 1理事0
ツプキキヌコ 令和2年 4月 1日

～令和 3年 1月 30日績 絹子

11 理事」g)
イワキイチコ 令和2年 4月 1日

～令和3年 1月 30日井脇いち子



役 名 氏 名 住所又は居所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受

けた期間

12 1Cフ・監事
イトウケイコ 令和 3年 1月 31日

～令和 3年 3月 31日伊藤敬子

13 00監事

ナカリマ ケイコ 令和 3年 1月 31日

～令和3年 3月 31日中島圭子

14 1理事1蓼)

オオイトモコ 令和 3年 1月 31日

～令和 3年 3月 31日大居智子

15 理事・(:1)

カネウジ カオリ

金玉習ヨ

令和 3年 1月 31日

～令和3年 3月 31日



書式第19号 (法第28条関係)

社員のうち 10人以上の者の名簿

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本サハリン協会

氏 名 住所又は居所

１
■ 齋薗困調

，
日 関川勝子

ｎ
６ 古川章子

4 中島圭子

ｒЭ 淡中詔子

´
０ ′Nll智 |1佳

子

７
・ 相馬邦男

０
０ 菅生善一

Ｑ
υ 伊藤敬子

10 大居智子

11 金氏香織


